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議案第１８号 

 

筑西市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

標記について次のとおり提出する。 

令和７年２月１９日 

筑西市長 須 藤   茂 

 

 

 

 

 

 

 

筑西市条例第   号 

 

筑西市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

（筑西市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 筑西市職員の給与に関する条例（平成１７年条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上

げ、同条第３項中「前項第１号及び第３号から第６号まで」を「前項第１号に該当する扶養親族

（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１３，０００円、前項第２号から第

５号まで」に改め、「（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）」、「（以下「行８級

職員等」という。）」及び「、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。

）については１人につき１万円」を削り、同条に次の１項を加える。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支

給に関し必要な事項は、市規則で定める。 

第９条の２を削る。 

第１０条第２項第３号中「１００分の１５」を「１００分の１２」に改め、同項第４号中「１

００分の１２」を「１００分の８」に改め、同項第５号中「１００分の１０」を「１００分の４
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」に改め、同項第６号及び第７号を削る。 

第１０条の３第１項第１号中「有料道路（以下この項から第３項まで」を「有料道路（以下こ

の条」に改め、同条第２項第１号本文中「この号及び次項」を「次項及び第５項」に、「いう。

）。」を「いう。）」に改め、同号ただし書を削り、同項第３号中「（１か月当たりの運賃等相

当額及び前号に定める額の合計額が５５，０００円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を

乗じて得た額）」を削り、同条第３項各号列記以外の部分中「前項の規定にかかわらず、」を削

り、「（第１号及び次項」を「（第１号、次項及び第５項」に改め、同項第１号を次のように改

める。 

⑴ 新幹線鉄道等に係る通勤手当  支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出

した当該者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額（第５項において

「特別料金等相当額」という。） 

第１０条の３第４項中「次条第３項各号に掲げる者から引き続き」を「新たに」に改め、同条

中第８項を第９項とし、第５項から第７項までを１項ずつ繰り下げ、第４項の次に次の１項を加

える。 

５ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以上ある場合にお

いては、その合計額）、第２項２号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月

数で除して得た額（新幹線鉄道等が２以上ある場合においては、その合計額）の合計額が１５

０，０００円を超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手

当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，０００円に当該支給単位

期間の月数を乗じて得た額とする。 

第１０条の４第３項各号列記以外の部分中「次に掲げる者から引き続き」を「新たに」に改め

る。 

（筑西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 筑西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令和４年条例第２２号）の一部を

次のように改正する。 

附則第３条第１項及び第６項中「附則第９条第２項」を「附則第９条第６項」に改める。 

（筑西市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 筑西市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年条例第１号）の一部を

次のように改正する。 

第２条のうち筑西市職員の給与に関する条例第１６条の３第２項の改正規定中「「、第９条の
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２及び第１０条の２」を「及び第９条の２」」を「「、第９条、第９条の２及び第１０条の２」

を「及び第９条」」に改める。 

第３条のうち筑西市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第３条第７項の改正規

定中「「、第９条の２及び第１０条の２」を「及び第９条の２」」を「「、第９条、第９条の２

及び第１０条の２」を「及び第９条」」に改める。 

（筑西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第４条 筑西市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２７年条例第３５号

）の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「、第９条の２、第１０条の２、第１２条から第１４条まで及び第１８条」を

「、第１０条の２及び第１２条から第１４条まで」に改める。 

第１０条第２項中「、第９条の２」を削る。 

（筑西市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第５条 筑西市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年条例第３４号）の一

部を次のように改正する。 

第２９条第２項本文中「第８項」を「第９項」に改める。 

（筑西市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第６条 筑西市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１７年条例第１７７号）の

一部を次のように改正する。 

第２４条中「、第６条」を削る。 

（筑西市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

第７条 筑西市職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年条例第２３号

）の一部を次のように改正する。 

附則第２条中「附則第９条第２項」を「附則第９条第６項」に改める。 

附則第５条中「第５条、第６条」を「第５条」に改める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「切替日」という。）から施行する。ただし、第３条の

規定は、公布の日から施行する。 

（令和８年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置） 
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２ 切替日から令和８年３月３１日までの間における第１条の規定による改正後の筑西市職員の給

与に関する条例（以下「改正後給与条例」という。）第９条の規定の適用については、同条第２

項中 

「⑸ 重度心身障害者」 

とあるのは 

「⑸ 重度心身障害者 

⑹ 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）」 

と、同条第３項中「１３，０００円」とあるのは「１１，５００円」と、「とする」とあるのは

「、前項第６号に該当する扶養親族については３，０００円とする。ただし、同号に該当する扶

養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの及

び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市規則で

定める職員に対しては支給しない」とする。 

（令和１０年３月３１日までの間における地域手当に関する経過措置） 

３ 切替日から令和１０年３月３１日までの間における地域手当の月額は、改正後給与条例第１０

条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、市規則で定める地域

手当の級地の区分に応じて、１００分の２０を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、地域手当の級地は、市規則で定める。 

４ 市長は、前項の市規則を定めるに当たっては、当該市規則で定める地域手当の級地の区分及び

割合（以下「級地区分等」という。）が令和１０年４月１日以降に適用される新たな級地区分等

への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への

影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしな

ければならない。 

（通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置） 

５ 改正後給与条例第１０条の３第４項及び第１０条の４第３項の規定は、切替日前に新たに給料

表の適用を受ける職員となった者にも適用する。 

（委任） 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定

める。 


